
令和７年１１月６日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿屋市下水道事業

業務委託番号 鹿下第２１９号

業務委託種別 設計委託

業務委託名 汚水管渠設計業務委託（打馬地区外R7-１）

業務委託場所 鹿屋市　打馬２丁目外

入札方法 電子による入札

業務内容
詳細設計（修正設計）
　開削工法（内径1200㎜未満　）　　一式　　　　L=1,572m

履行期限 令和７年１１月２７日～令和８年３月２０日　　１１４日間

入札予定価格（税込み価格） 「かごしま県市町村電子入札システム」にて公表（事後公表）

最低制限価格設定の有無 有　（令和６年８月１日運用改定）

業務委託内訳書の提出の要・不要不要　　※注（２）

発注区分・条件

以下の条件を満たしていること。
（１）鹿屋市建設工事等競争入札参加資格を有し、本市格付の測量設計委託「Ａ級またはＢ
級」で登録されているもの
（２）次のいずれかに該当する者を主任技術者として配置できること。（資格者証の写しを添付
すること）
　①技術士法（昭和58年法律第25号）による第二次試験のうち上下水道部門（下水道）、又は
総合技術管理部門（選択：下水道）の資格を有している者
　②シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の下水道部門の資格を有している者
　③日本下水道事業団法施工令（昭和47年政令第286号）による、第１種、又は第２種技術検
定に合格している者

入札保証 不要

契約保証 要

前金払いの有無 無

閲覧設計図書等 かごしま県市町村電子入札システム　ポータルサイトよりダウンロードしてください。

入札参加申込期限 令和７年１１月１１日（火）正午まで　※注（３）

入札参加申込先 かごしま県市町村電子入札システム

入札参加確認通知書送付期限 令和７年１１月１２日（水）午後５時まで

質問受付期間 令和７年１１月７日（金）～令和７年１１月１３日（木）午後５時まで

質問受付場所 鹿屋市総務部財政課契約検査室　　ＦＡＸ　０９９４－４１ー３０８１

質問回答期限 令和７年１１月１４日（金）午後５時まで　（＊随時回答しますが、最終回答期限を示しています。）

質問回答場所 鹿屋市ホームページに掲載することにより回答。

業　　務　　委　　託　　発　　注　　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　告

　下記の業務委託について次のとおり一般競争入札を行うので、鹿屋市契約規則（平成18年鹿屋市規則第61号）
第２条の規定に基づき公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿屋市長　　　中西　茂

記



入札書受付期間 令和７年１１月１７日（月）午前８時３０分から　令和７年１１月１９日（水）午後５時まで　　※注（６）

開札日時 令和７年１１月２０日（木）午後１時３０分から

開札場所 鹿屋市役所　本庁　４階　４０１会議室

入札参加添付書類 (1)　入札参加申込書（第１号様式）

参加資格に関する事項

(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者
 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を有する者で、
 　　鹿屋市建設工事等競争入札参加有資格者名簿に登録されているもの
(3) 建設業法第28条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(4) 市が公告の際に提示した条件等に適合するもの
(5) 当該工事に建設業法第19条の２の規定による現場代理人及び同法第26条の規定
 　　による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。 　※注（５）
(6) 公告から入札時までの期間において、鹿屋市建設工事等有資格業者の指名停止
 　　に関する要綱（平成18年鹿屋市告示第13号）の規定に基づく指名停止を受けて
 　　いない者
(7) 鹿屋市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がない者　　※注（７）
(8) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がなく、
     経営状態が健全な者
(9) 会社更生法に基づく会社更生手続き開始若しくは更生手続開始の申立てがなされ
     ている又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされる等、経営状態が
     著しく不健全である者でないこと。
(10) その他建設業法等の法令及び規則等に違反していない者

入札の無効に関する事項

(1) 入札に参加する資格がない者が入札したもの
(2) 談合その他不正な行為があったと認められるもの
(3) 業務委託費内訳書の提出を求められた場合において、業務費委託費内訳書が添付
    されていないもの
 (4) 入札書と業務委託費内訳書の委託名及び金額が相違するもの
(5) 紙入札参加承認後、紙入札書及び電子入札システムによる入札書を提出した場合
(6) 系列関係にある複数の者が入札したもの
(7) その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの

注意事項（※）

(1) 入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システム
　　 により行うこと。
 (2) 入札書を提出する際に、業務委託費内訳書（入札書添付用）（ホームページに様式掲載）
     を添付すること。
(3) やむを得ない理由で、かごしま県市町村電子入札システムから入札参加申込をすること
    ができない場合は、紙入札参加申請書（第５号様式）及び入札参加申込書（第１号様式）
　  を入札参加申込期限までに財政課契約検査室（本庁７階）まで持参にて提出し、承認を
    得ること。
(4) かごしま県市町村電子入札システムにて入札参加申込後、やむを得ない理由で電子
　　入札をすることができない場合は、入札書提出締切日の前日までに紙入札参加申請書
　　（第５号様式）を提出し、承認を得ること。
(5) 主任技術者又は監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込日におい
　　て連続３箇月以上直接的雇用関係にある者に限る。）にあること。
(6) 入札書を紙入札にて提出する際は、開札日前日の午後５時までに持参により財政課
　　契約検査室（本庁７階）へ提出すること。
(7) 鹿屋市税の確認種類
　　 （法人）法人市民税、法人固定資産税、特別徴収義務、軽自動車税等
　　 （個人）市県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、軽自動車税等
(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する
　　額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
　　金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
　　者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当す
　　る金額を入札書に記載すること。
(9)本入札で予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき
　　は、再入札を行うものとする。なお、再入札の入札締切日は、当初開札日の翌開庁日の
　　正午とし、開札は同日の午後より実施する。
(10)再入札で予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないと
　　きは、再々入札を行うものとする。なお、再々入札の入札締切日は、再入札開札予定日
　　の翌開庁日の正午とし、開札は同日の午後より実施する。
(11) その他、かごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約による。


